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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

１０４

規

則

○
東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
総
務
部
文
書
課
）…
�

規

則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

程
（
水
）

○
東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

程
（
下
水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
七
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
を
削
る
。

第
六
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号

と
す
る
。

第
十
条
第
四
項
中
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
以
下
「
パ
ソ
コ
ン
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子

計
算
機
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
が
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第

百
四
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
次
項
に
規
定
す
る
公
文
書
」
を
「
次
に
掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
と
き
。

二

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等

を
行
っ
た
施
行
文
書
を
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
送
信
す
る
と
き
。

三

前
二
号
の
ほ
か
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
庁
外
に
施
行
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
限

る
。
）
を
送
信
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
又
は
総
務
局
長
が
別
に
定
め

る
と
き
。

第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
庁
外
に
送
信
す
る
施
行
文
書
に
つ
い

て
は
、
法
令
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業

務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い

う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
「
（
公
印

省
略
）
」
の
記
載
を
し
て
、
公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

対
内
文
書
等
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二

庁
外
文
書
の
う
ち
、
都
の
機
関
等
に
対
し
発
信
す
る
公
文
書

三

庁
外
文
書
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
軽
易
な
公
文
書

第
六
十
六
条
を
削
り
、
第
六
十
七
条
を
第
六
十
六
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定

（
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
（
同
条
第

三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
三
条
」
を
「
第
六
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
を
削
る
。

第
六
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号

と
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
以
下
「
パ
ソ
コ
ン
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子

計
算
機
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
が
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第

百
四
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
次
項
に
規
定
す
る
公
文
書
」
を
「
次
に
掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
と
き
。

二

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等

を
行
っ
た
施
行
文
書
を
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
送
信
す
る
と
き
。

三

前
二
号
の
ほ
か
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
庁
外
に
施
行
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
限

る
。
）
を
送
信
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
又
は
教
育
長
が
別
に
定
め
る

と
き
。

第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
庁
外
に
送
信
す
る
施
行
文
書
に
つ
い

て
は
、
法
令
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業

務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い

う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
「
（
公
印

省
略
）
」
の
記
載
を
し
て
、
公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

対
内
文
書
等

二

庁
外
文
書
の
う
ち
、
都
の
機
関
等
に
対
し
発
信
す
る
公
文
書

三

庁
外
文
書
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
軽
易
な
公
文
書

第
六
十
二
条
を
削
り
、
第
六
十
三
条
を
第
六
十
二
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定

（
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
（
同
条
第

三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
八
十
二
号

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日
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東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
交
通
局
規
程
第
九

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
五
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
を
削
る
。

第
五
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
第
四
項
中
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
を
「
電
子
計

算
機
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
が
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条

例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
係
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
」
を
削
り
、

同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
項
に
規
定
す
る
公
文
書
」
を
「
次

に
掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の

各
号
を
加
え
る
。

一

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通

知
等
を
行
う
と
き
。

二

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
を
行
っ
た
施
行
文
書
を
、
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
送
信
す
る
と
き
。

三

前
二
号
の
ほ
か
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
庁
外
に

施
行
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
を
送
信
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
又
は
総
務
部
長
が
別
に
定

め
る
と
き
。

第
三
十
二
条
第
三
項
及
び
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て

庁
外
に
送
信
す
る
施
行
文
書
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
「
（
公
印
省
略
）
」
の
記
載
を
し
て
、
公

印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

庁
内
文
書

二

庁
外
文
書
の
う
ち
、
軽
易
な
公
文
書

第
五
十
七
条
を
削
り
、
第
五
十
八
条
を
第
五
十
七
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
三
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
（
同
条
第

四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号

東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
水
道
局
管

理
規
程
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「－

第
五
十
条
」
を
「
・
第
四
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
十
九
号
を
削
り
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と

し
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
号
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
以
下
「
パ
ソ

コ
ン
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子
計
算
機
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
七
項
中
「
パ
ソ
コ
ン
」
を
「
電
子
計
算
機
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
が
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条

例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
係
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
」
を
削
り
、

同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
次
項
に
規
定
す
る
公
文
書
」
を
「
次
に

掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各

号
を
加
え
る
。

一

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通

知
等
を
行
う
と
き
。

二

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
を
行
っ
た
施
行
文
書
を
、
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
送
信
す
る
と
き
。

三

前
二
号
の
ほ
か
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
局
外
に
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施
行
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
を
送
信
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
又
は
局
長
が
別
に
定
め
る

と
き
。

第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
局

外
に
送
信
す
る
施
行
文
書
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証

業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
「
（
公
印
省
略
）
」
の
記
載
を
し
て
、
公

印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

対
内
文
書

二

局
外
文
書
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

軽
易
な
公
文
書

第
四
十
九
条
を
削
り
、
第
五
十
条
を
第
四
十
九
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
（
同
条
第

三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
号

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
都
下
水
道

局
管
理
規
程
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
四
条
」
を
「
第
六
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
を
削
る
。

第
六
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を

第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
す
る
。

第
十
一
条
第
三
項
中
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
を
「
電
子

計
算
機
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
が
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条

例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
係
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
」
を
削
り
、
同

条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
次
項
に
規
定
す
る
公
文
書
」
を
「
次
に

掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各

号
を
加
え
る
。

一

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通

知
等
を
行
う
と
き
。

二

東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
等
を
行
っ
た
施
行
文
書
を
、
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
送
信
す
る
と
き
。

三

前
二
号
の
ほ
か
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
局
外
に

施
行
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
を
送
信
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
又
は
局
長
が
別
に
定
め
る

と
き
。

第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
局

外
に
送
信
す
る
施
行
文
書
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証

業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
「
（
公
印
省
略
）
」
の
記
載
を
し
て
、
公

印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

庁
内
文
書

二

軽
易
な
公
文
書
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
六
十
三
条
を
削
り
、
第
六
十
四
条
を
第
六
十
三
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
三
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
（
同
条
第

三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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